
生殖補助医療研究 （胚の作成・利用） における審査の手続き（案）
【研究機関と提供機関が別の機関の場合】

国

※国が関与する場合

（調整中）

※研究実施のための手続きに、国が何らかの形で関わる必要が
あるのか、また、関わる必要がある場合、どのような関与の
あり方が適当かについては、今後の委員会で議論していく。

倫理審査委員会

④インフォームド・コンセントの手続
きを含む研究計画について審査

研究機関の長

①研究計画書の作成
○研究の実施

研究責任者

（⑤研究計画に対
する意見の提出）

（⑪研究計画
の承認）

（③意見の
求め）

（②承認の
求め）

研究機関

倫理審査委員会

⑧インフォームド・コンセントの手続
きを含む研究計画について審査

○インフォームド・コンセントが
適切になされたかについて確認

提供機関の長

（⑨研究計画に対
する意見の提出）

（⑦意見の
求め）

（⑥承認
の求め）

（⑩研究
計画の
承認）

（資料４－２）

提供機関
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生殖補助医療研究（胚の作成・利用）における審査の手続き（案）
【研究機関と提供機関が同一の機関の場合】

提供機関（＝研究機関）

①研究計画書の作成（インフォームド・コンセントの内容を含む）

研究責任者

（⑥研究計画の承認）

倫理審査委員会

④インフォームド・コンセントの手続きを含む研究計画について審査

○インフォームド・コンセントが適切になされたかについて確認

提供機関（＝研究機関）の長

（⑤研究計画に対する
意見の提出）

（③意見の求め）

（②承認の求め）

○研究の実施

※研究実施のための手続きに、国が何らかの形で関わる必要が
あるのか、また、関わる必要がある場合、どのような関与の
あり方が適当かについては、今後の委員会で議論していく。

国

※国が関与する場合

（調整中）
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生殖補助医療研究（胚の作成・利用）における提供の手続き（案）

主治医説明者

（⑤同意）

（①ヒト胚作成
研究への提
供を提示）

（④研究の内容
等について説明）

提供者

（③連絡）

（②関心を
示す）

提供機関

（⑥提供）

研究機関

（⑦提供）
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